
※予防接種を受ける前に必ずお読みください

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキ
　　　　シーを疑わせる複数の症状。前回までの接種でこれらの症状が認められた人は、同一の成分を
　　　　含むワクチンを用いた追加接種を受けることはできません。

５．接種を受けた後の注意点 
・ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたこと
がある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、院内でお待ちいただ
き、体調に異常を感じた場合には、看護師に声をかけてください。(急に起こる副反応に対応できます。)

・注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこ
すらないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るよう
にしてください。
 
・通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

　・明らかに発熱している人（※1）
　・重い急性疾患にかかっている人
　・本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
　・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。
　　　　ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありませ
　　　　ん。

４．予防接種を受けるに当たり注意が必要な人 
　下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず
接種前の診察時に医師へ伝えてください。
　過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてくだ
さい。

　・抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
　・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
　・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
　・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状
　　がでた人
　・過去にけいれんを起こしたことがある人
　・本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

佐久総合病院

１．新型コロナウイルス感染症予防接種について
　本ワクチンの接種は、予防接種法に基づく定期予防接種（B類）として行われます。

２．予防接種の効果 
　本予防接種は、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として接種します。また、本ワクチンの接
種を受けても、発症等を完全に予防できるわけではありません。
   ワクチン接種にかかわらず、引き続き、適切な感染防止策を行う必要があります。

３．予防接種を受けることができない人 
　下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に
医師へ伝えてください。

（任意接種者用） 

 

新型コロウィルス感染症予防接種について 



佐久総合病院

　○佐久医療センター     ： 外来ブロック １ ・ ２ ・ ３番 （　　 　      　　  　）科  電話：0267-62-8181（代表）

※何かありましたら、接種した病院にお問い合わせください。

　○佐久総合病院（本院）：総合診療科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：0267-82-3131（代表）

　○小海分院　　　　　　　 ：外来                    　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　電話：0267-92-2077 （代表）

　○小海診療所　　　      ：　　　 　　　 　                                                 　電話：0267-92-2163

６．副反応について 
・主な副反応には、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
　また、稀に起こる重大 な副反応として、アナフィラキシーがあります。
　なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに 明らかになっていない症状が出る可能性
があります。
　接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関に相談してください。

・ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。
　接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診して
ください。

・ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。
　接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

７．予防接種健康被害救済制度について 
　予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。
　極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
　新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費、
医療手当等の給付）を受けることができます。
　申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。


